
 

令和 7 年 6 月 30 日 
 

一般社団法人全国旅行業協会 専務理事の選任について 

 
 一般社団法人全国旅行業協会では、役員選任に関する有識者会議、常任理事会及び

三役等選考委員会の評価を経て、専務理事として以下の者を選任し、観光庁長官の認

可を受けました。 
 

役 職 氏 名 年齢 就任年月日 前  歴 
専務理事 菅井雅昭 64 歳 令和 7 年 6 月 25 日 (一社)全国旅行業協会専務理事 

 

 

（選考経過・選考理由） 

 

本法人の使命は、旅行業の健全な発展に資するため、旅行業務等に関する取引の公

正の確保及び旅行者に対する旅行サービスの向上を図るとともに、会員相互の連絡協

調を図り、もって観光事業の発展に寄与することにあります。 

 

そうした組織にあって、本ポストには、会長及び副会長を補佐して、会員相互の連

絡協調に努め、法人全体の業務の適正な運営の確保、国、地方公共団体、関係機関等

との連携協調の促進、会員共通の利益の増進など、協会運営のより的確な遂行のため

の責任を担うことが求められています。 

 

 選考に当たっては、透明性の確保の観点から、弁護士及び外部有識者等で構成する

役員選任に関する有識者会議における評価を経た後、本会の常任理事会において推薦

し、「三役及び監事の選出基準」に基づき三役等選考委員会において専務理事候補者

として選考し、定款の定めに基づき、定時総会において理事に選任した後、理事会の

決議によって専務理事に選任しました。 

 その後、観光庁長官に認可申請を行い、同氏を専務理事として選任することが認可

されました。 

 

 任命理由は、過去の経験の中で培われた豊富な経験及び見識、本ポストに必要とさ

れる能力、本法人の運営に関する明確な目的意識と情熱を併せ持っていること、そし

て何よりもこの四年間の当該職在任中の実績が、役員選任に関する有識者会議、常任

理事会及び三役等選考委員会において評価され、引き続き本法人の専務理事として期

待できるものと認められたことによるものです。 


